
漢
語
「
不
合
」
　
の
語
史
に
つ
い
て

山
　
内
　
洋
一
　
郎

目
　
次

一
、
は
じ
め
に

二
、
説
話
集
の
「
不
合
」

三
、
古
記
録
の
「
不
合
」

四
、
平
安
時
代
和
文
の
「
不
合
」

五
、
「
不
合
」
の
語
源
と
日
中
語
史

一
、
は
　
じ
　
め
　
に

い
ま
は
む
か
し
、
た
か
た
ゞ
と
い
ひ
け
る
、
ゑ
ち
ぜ
む
の
か
み
の
と
き
に
、
い
み
じ
く
ふ
か
う
な
り
け
る
さ
ぶ
ら
ひ
の
、
よ
る
ひ
る
ま
め

な
る
が
、
ふ
ゆ
な
れ
ど
、
か
た
び
ら
一
を
な
む
き
た
り
け
る
。

古
本
説
話
集
　
巻
上
［
高
忠
侍
事
　
第
四
十
］

『
古
本
説
話
集
』
本
文
を
世
に
紹
介
さ
れ
た
川
口
久
雄
博
士
は
、
岩
波
文
庫
（
一
九
五
五
）
脚
注
で
黒
川
本
『
色
葉
芋
類
抄
』
の
「
不
合
」

ふ
か
ふ

な
ど
を
注
記
し
、
『
日
本
古
典
全
書
』
（
一
九
六
七
）
で
は
本
文
を
「
不
合
な
り
け
る
」
と
定
め
ら
れ
た
。
『
古
本
説
話
集
総
索
引
』
の
油
印
版

（
∵
九
五
八
）
よ
り
こ
れ
に
従
っ
て
い
た
が
、
「
不
合
」
が
時
代
語
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
つ
～
、
こ
の
語
の
実
態
に
つ
い
て
深
く
考

漢
語
「
不
合
」
の
語
史
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
＝
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寮
を
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

以
後
、
折
々
考
え
る
う
ち
に
、
貧
し
い
意
の
「
不
合
」
は
和
製
漢
語
で
あ
り
、
院
政
鎌
倉
時
代
語
の
性
格
を
良
く
示
し
て
い
る
語
で
あ
る

と
思
う
に
至
っ
た
。
．
そ
こ
で
、
「
不
合
」
　
に
つ
い
て
詳
し
く
考
え
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
説
話
集
の
　
「
不
合
」

『
古
本
説
話
集
』
に
は
「
高
忠
侍
事
」
の
二
例
を
含
ん
で
、
全
五
例
の
「
不
合
」
が
あ
る
。
同
語
を
持
つ
説
話
集
の
文
を
対
照
し
て
み
よ
う
。

1
、
極
テ
　
　
身
貧
　
ナ
リ
ケ
ル
　
侍
　
　
　
ノ
夜
ル
昼
ル
勤
二
被
仕
ケ
ル
有
ケ
リ

今
昔
物
語
集
、
巻
十
九
、
十
三
語

い
み
じ
く
ふ
か
う
な
り
け
る
さ
ぶ
ら
ひ
の
よ
る
ひ
る
ま
め
な
る
が

古
本
説
話
集
、
巻
上
、
第
四
十

い
み
じ
く
不
幸
　
な
り
け
る
侍

の
夜
　
昼
　
ま
め
な
る
が

2、

身
ノ
貧
サ
ハ
　
年
　
ヲ
経
　
テ
増
　
ル

と
し
ま
か
り
お
ひ
ぬ
、
身
の
剖
引
と
し
を
ゝ
い
て
ま
さ
る

年
　
罷
　
　
老
　
ぬ
、
身
の
不
幸
　
と
し
を
～
い
て
ま
さ
る

宇
治
拾
遺
物
語
、
下
巻
、
一
四
八

今
昔
、
十
九
ノ
十
三

古
本
、
上
ノ
四
十

宇
治
　
下
ノ
一
四
八

3
、
む
ま
の
く
さ
な
ど
だ
に
な
か
ら
ん
こ
そ
心
う
け
れ
。
あ
ま
り
か
く
ふ
か
う
な
る
こ
そ
心
に
く
1
は
お
も
ふ
ま
じ
け
れ
ど

古
本
、
巻
下
、
田
舎
人
女
子
蒙
観
音
利
生
事
、
第
五
十
四

4
、
初
　
ハ
家
　
賃
ク
シ
テ
、
物
食
フ
事
極
テ
難
カ
リ
ケ
ル
こ
、

も
と
は
い
と
ぶ
l
釧
引
に
て
、
あ
や
し
き
も
の
に
て
ぞ
有
け
る
、

今
昔
、
十
九
ノ
四
十
七



古
本
、
巻
下
、
伊
良
緑
野
世
恒
給
耽
沙
門
下
文
鬼
神
田
与
給
物
事
、
第
五
十
九

5
、
河
内
園
に
い
み
じ
う
ぶ
l
剖
引
な
る
女
の
、
し
れ
る
人
も
な
く
、
た
ゞ
ひ
と
り
あ
り
け
り
、

古
本
、
巻
下
、
観
音
替
信
女
殖
田
事
、
第
六
十
七

ふ

か

う

『
古
本
』
の
「
ふ
か
ふ
」
は
『
今
昔
』
の
「
貧
シ
」
、
『
宇
治
』
の
「
不
幸
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
、
「
不
幸
」
を
「
ふ
か
ふ
」
と
表
記
し
た
も
の

か
と
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
川
口
博
士
は
「
不
幸
を
あ
て
る
べ
き
で
な
い
」
（
『
古
典
全
書
』
頭
注
）
と
強
調
さ
れ
た
。
『
今
昔
物
語
集
』
に
「
不

合
」
が
十
例
も
あ
り
、
そ
の
意
義
、
用
法
が
『
古
本
説
話
集
』

確
め
た
い
。

不
幸
詣
媚
沈
倫
分
　
不
運
用
ウ
ン
…
不
堪
酢
票
　
不
合
同

「
不
幸
」
は
沈
倫
、
「
不
合
」
は
貧
賎
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。

の
「
ふ
か
ふ
」
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
挙
例
の
前
に
古
辞
書
で
意
義
を

黒
川
本
　
色
素
字
類
抄
中

両
者
は
中
心
義
を
異
に
し
て
い
た
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
不
幸
」
表
記
に

つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。

『
今
昔
物
語
集
』
に
「
不
合
」
が
十
例
存
す
る
。

6
、
陸
奥
ノ
守
、
源
頼
清
ノ
朝
臣
ト
云
フ
人
、
左
近
ノ
大
夫
ト
テ
極
テ
利
剣
。
テ
有
ケ
ル
時
。
、

7
、
此
ノ
悌
師
二
何
ナ
ル
緑
ヲ
与
ヘ
ム
ト
思
フ
こ
、
身
利
今

l
妄
ア
可
与
キ
物
売
シ
。

今
昔
、
十
二
ノ
三
十
六

8
、
領
シ
ケ
ル
田
島
モ
人
二
皆
押
取
ナ
ド
シ
テ
、
知
ル
所
モ
元
カ
リ
ケ
レ
バ
、
利
剣
三
成
ル
事
、
日
ヲ
経
テ
増
ル
。

9
、
山
籠
ノ
間
モ
常
二
申
シ
可
通
シ
、
亦
、
刊
甲
痴
セ
ム
程
ノ
事
ハ
訪
ヒ
聞
エ
ム

1
0
、
亦
、
此
ク
利
創
ナ
ル
ヲ
モ
、
此
ノ
人
ノ
養
ハ
ム
ニ
懸
リ
テ
、
世
二
可
有
キ
ニ
モ
有
ラ
ム
思
テ

1
1
、
東
ヨ
リ
モ
極
ク
羽
車
妄
上
タ
リ
ケ
レ
バ
、
待
受
ケ
ム
妻
子
ノ
為
ニ
モ
恥
カ
シ
ク
思
ケ
ル
こ
、
此
物
共
ヲ
得
タ
レ
バ
、

今
昔
、
十
六
ノ
五

今
昔
、
十
六
ノ
八

今
昔
、
十
七
ノ
三
十
三

今
昔
、
十
七
ノ
三
十
三

今
昔
、
二
十
六
ノ
十
八

堕
侍
、
年
来
棲
ケ
ル
妻
ノ
有
ケ
ル
ガ
、
羽
合
l
ハ
難
堪
カ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
年
モ
若
ク
形
チ
有
様
モ
宜
ク
、
心
様
ナ
ド
モ
努
カ
リ
ケ
レ
バ
、
身
ノ
貧
サ
ヲ
モ
不
顧
ズ

漢
語
「
不
合
」
の
語
史
に
つ
い
て
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シ
テ
、

堕
供
奉
ト
云
テ
、
西
塔
二
有
ケ
ル
時
ニ
…
山
ノ
刊
創
ノ
事
ナ
ド
常
二
訪
ケ
レ
バ
、

1
4
、
己
等
ハ
不
l
合
l
ノ
身
こ
．
モ
不
候
ハ
ズ
、
四
十
飴
町
ハ
名
二
負
ヒ
侍
り
、

堕
侍
ニ
ハ
落
プ
レ
タ
ル
尊
ノ
子
共
ノ
為
方
売
ク
不
l
創
ナ
ル
ヲ
語
ヒ
将
来
テ
、
様
々
二
装
ゾ
カ
シ
テ
仕
ハ
セ
ケ
リ
。

二
一
四

今
昔
、
二
十
七
ノ
二
十
四

今
昔
、
二
十
八
ノ
七

今
昔
、
二
十
九
ノ
十
七

今
昔
、
三
十
一
ノ
五

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
仮
名
書
「
ふ
か
う
」
が
な
く
、
「
不
幸
」
が
三
例
見
え
る
。
例
1
・
2
に
既
に
掲
げ
た
の
は
「
貧
」
の
意
を
含
ん

で
い
た
。

堕
上
人
の
云
や
う
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
い
か
ゞ
三
世
如
来
の
御
首
に
冠
を
ば
着
給
。
刊
割
に
た
へ
ず
し
て
、
加
様
の
事
し
給
は
ゞ
、

堂
作
ら
ん
料
に
勧
進
し
あ
つ
め
た
る
物
共
を
汝
に
与
へ
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
巻
、
一
四
〇

僧
体
で
陰
陽
師
の
人
が
蕨
を
す
る
の
を
見
た
内
記
上
人
の
言
葉
で
あ
る
。
泣
い
て
諌
め
、
不
幸
の
余
り
に
仏
道
に
背
く
行
い
を
す
る
の
な

ら
と
、
勧
進
し
て
得
た
金
品
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
「
不
幸
」
は
貧
窮
の
意
で
あ
る
の
で
、
「
不
合
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
の
「
不
幸
」
三
例
と
も
貧
窮
の
意
で
あ
る
の
は
、
「
不
合
」
が
変
質
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
成
立
時
の
表
記
で
な
く
、
書
承

の
間
に
、
表
記
の
み
「
不
幸
」
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
成
立
時
か
ら
「
不
幸
」
が
貧
窮
を
中
心
義
と
し
た
と
は
考
え

難
い
。

三
、
古
記
録
の
　
「
不
合
」

「
不
合
」
に
つ
い
て
早
く
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
佐
藤
喜
代
治
博
士
『
日
本
文
章
史
の
研
究
』
（
一
九
六
六
）
に
所
収
の
、
Ⅲ
作
品
研
究
、
第
二

章
「
御
堂
関
自
記
の
文
章
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
『
御
堂
関
自
記
』
を
〝
漢
文
を
基
調
し
な
が
ら
、
和
文
的
要
素
が
比
較
的
著
し
い
″
と
把
握
し
、
そ
の
中
の
漢
字
表
記
に
和
語

的
要
素
を
探
り
、
漢
語
に
日
本
的
変
質
を
鋭
く
喚
ぎ
と
り
、
摘
出
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
「
不
合
」
で
あ
る
。
「
合
期
」
を
論
じ
た
後
に
「
不



合
」
　
へ
と
移
り
、
三
例
挙
げ
て
い
る
。

1
0
、
右
衛
門
督
刊
剖
由
云
云
。
仇
絹
三
十
疋
。
米
百
石
及
。
（
寛
弘
四
年
正
月
六
日
）

1
1
、
以
l
歳
時
パ
行
幸
。
従
二
早
朝
一
雨
降
甚
。
御
装
束
了
。
依
レ
雨
。
大
利
合
l
也
。
参
内
。
御
出
問
。
深
雨
。
錐
レ
然
依
二
無
事
也
。
殿
上
女
方

有
レ
饗
。
（
長
和
四
年
十
一
月
十
九
日
）

は
、
賽
レ
帳
内
内
示
仰
。
故
章
明
親
王
女
子
。
伯
秀
頼
王
女
子
等
。
中
二
羽
合
創
由
り
仇
従
レ
家
。
各
賜
二
絹
百
疋
。
米
百
石
パ
（
長
和
五
年
正
月
十

四
日
）

そ
し
て
、
「
不
合
」
と
い
ふ
語
は
「
不
運
」
「
不
仕
合
は
せ
」
と
い
ふ
意
味
、
と
い
う
。
『
御
堂
関
白
記
』
に
は
他
に
例
が
あ
り
、
前
後
の
文
脈

を
読
み
加
え
れ
ば
事
情
の
分
か
る
こ
と
が
あ
る
。
1
0
の
右
衛
門
菅
は
前
日
焼
亡
に
遭
い
、
二
物
不
取
」
と
い
う
状
態
で
、
叙
位
の
議
に
参
列

で
き
な
か
っ
た
。
不
幸
で
あ
る
と
共
に
、
経
済
的
に
も
大
打
撃
を
受
け
た
。
1
2
は
「
不
合
」
で
あ
る
と
知
り
、
道
長
は
「
絹
百
疋
・
米
百
石
」

を
そ
れ
ぞ
れ
に
贈
っ
た
。
1
1
は
大
雨
に
よ
る
参
内
の
困
難
を
い
う
。
こ
こ
に
は
経
済
上
の
困
難
は
な
い
。

「
不
合
」
が
何
か
と
合
致
し
な
い
こ
と
を
示
す
の
は
、
本
義
の
一
部
で
あ
る
。

堕
伊
勢
使
王
申
障
不
参
、
佃
召
利
剣
ト
、
内
膳
正
方
隆
王
、
参
入
申
解
穆
由
（
長
和
元
年
十
二
月
十
九
日
）

必
要
な
、
或
い
は
予
定
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ
の
通
り
で
な
い
例
が
あ
る
。

巧
前
度
造
営
各
不
作
合
、
仇
此
度
尤
不
合
欺
（
長
和
五
年
二
月
廿
六
日
）

堕
事
了
遠
来
、
皇
后
宮
・
東
宮
使
不
立
、
稗
解
稀
、
是
利
剣
云
々
、
（
寛
仁
元
年
四
月
十
七
日
）

堕
去
御
調
度
行
事
蔵
人
業
敏
奉
仕
、
今
日
利
剣
、
其
奇
者
也
、
（
長
和
元
年
十
月
十
二
日
）

冥
定
御
八
講
難
事
、
講
僧
等
、
僧
十
四
人
、
其
料
米
依
刊
可
渡
従
宮
百
五
石
請
個
々
房
、
可
然
膏
臣
定
可
奉
由
了
、
（
長
和
二
年
六
月
十
四

日
）

小
野
宮
実
資
の
『
小
右
記
』
も
「
不
合
」
例
が
多
い
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
平
安
時
代
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
り
、

漢
語
「
不
合
」
の
語
史
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≡
五
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『
大
日
本
古
記
録
』
　
で
前
後
の
文
脈
を
見
る
。

堕
先
令
ト
、
伊
勢
斎
王
、
二
度
利
剣
、
至
千
二
二
＝
三
〕
度
合
也
、
令
卜
賀
茂
賓
王
、
一
度
合
也
、

堕
ト
三
人
、
一
人
不
合
、
二
人
丙
合
、
利
剣
不
開
、
令
開
二
人
、
致
孝
王
、
孝
資
王
乍
二
人
丙
合
、

二
二
ハ

（
長
和
五
年
二
月
一
九
日
）

（
長
和
五
年
一
月
三
十
日
）

右
の
「
不
合
」
は
「
合
わ
な
い
」
の
意
で
、
熟
合
し
た
名
詞
で
は
な
い
。
「
合
」
が
動
詞
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
例
は
他
に
も
多
い
。

興
是
東
大
寺
返
抄
事
、
仁
註
法
師
所
進
返
抄
印
、
相
合
寺
守
上
政
所
印
、
早
可
返
給
件
返
抄
二
枚
、
神
叡
法
師
甚
小
、
羽
車
二
箇
所
印
、

所
謂
上
・
下
政
所
、
井
造
印
等
印
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
元
四
年
三
月
十
二
日
）

賀
木
契
之
趣
、
又
有
片
々
利
創
考
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
弘
二
年
十
一
月
十
七
日
）

心
の
諾
否
に
用
い
る
「
不
合
」
も
あ
る
。

輿
列
御
座
間
、
敬
屈
懸
膝
長
押
、
湧
従
長
押
下
座
行
、
而
進
退
利
剣
応
、
亦
有
前
跡
、
佃
用
懸
膝
於
長
押
之
儀
、
膝
行
奉
之
、
令
取
給
、（

治
安
元
年
十
一
月
九
日
）

輿
実
康
・
資
頼
従
者
従
途
中
罷
掃
、
於
春
華
門
陣
連
欲
強
姦
下
女
、
々
羽
合
l
応
、
以
小
刀
完
髪
、
刻
切
手
。
　
（
万
寿
四
年
八
月
四
日
）

「
不
合
」
の
次
に
「
合
」
の
対
象
が
示
さ
れ
る
の
が
、
動
詞
の
用
法
で
あ
る
が
、
省
略
さ
れ
、
或
い
は
「
不
合
」
の
み
で
、
情
況
に
合
わ
な

い
意
味
に
用
い
ら
れ
る
例
も
ま
た
多
い
。

輿
次
官
仲
光
朝
臣
乗
物
利
剣
、
不
参
入
、
在
平
野
云
々
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
永
詐
元
年
六
月
七
日
）

輿
亦
左
中
弁
経
通
同
解
稀
、
不
可
出
立
金
吾
御
共
、
佃
忽
有
可
出
之
経
営
、
万
事
利
剣
云
々
、
　
　
　
　
　
（
長
和
四
年
八
月
二
日
）

墾
今
日
可
詣
関
白
競
馬
所
、
当
一
説
、
但
方
利
剣
、
従
昨
於
毘
沙
門
御
所
令
致
祈
藤
、
　
　
　
　
　
　
　
（
治
安
二
年
五
月
廿
六
日
）

2
4
は
乗
物
が
何
か
の
事
情
で
用
意
で
き
ず
、
松
尾
神
社
参
拝
の
実
資
の
供
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
2
5
は
解
稀
、
2
6
は
方
角
の
禁
忌
、
こ
の

よ
う
に
情
況
が
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
身
体
健
康
の
ば
あ
い
も
あ
る
。

2
7
、
詣
禅
室
、
弔
申
入
道
馬
頭
事
、
以
権
弁
章
信
連
消
息
、
起
居
刊
創
、
不
能
相
達
者
、
所
被
示
事
多
々
、
両
三
度
往
反
、



（
万
寿
四
年
五
月
廿
一
日
）

輿
父
承
輔
老
邁
殊
甚
、
起
居
刊
創
、
無
心
帰
唐
、
去
年
所
罷
留
也
、
母
又
日
本
高
年
之
老
姫
、
夫
婦
共
以
老
衰
、

（
万
寿
四
年
八
月
冊
日
）

こ
の
中
で
生
活
上
の
損
害
、
困
難
を
い
う
例
が
あ
る
。

輿
従
昨
日
雨
脚
不
止
、
若
及
累
日
、
民
愁
苦
、
飢
饉
弥
倍
軟
、
去
年
有
風
水
損
、
今
年
利
剣
者
何
為
、
　
（
長
元
二
年
八
月
六
日
）

こ
の
よ
う
に
『
小
右
記
』
に
は
多
数
の
「
不
合
」
を
見
る
。
そ
し
て
、
下
に
対
象
物
を
伴
う
動
詞
と
し
て
原
義
を
見
せ
る
も
の
か
ら
、
省

略
さ
れ
て
は
い
て
も
対
象
が
具
体
的
に
想
定
で
き
る
も
の
ま
で
あ
り
、
具
体
的
対
象
物
か
ら
抽
象
的
心
理
的
対
象
も
あ
る
。
そ
し
て
「
不
合
」

が
一
語
と
し
て
独
立
す
る
様
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
御
堂
関
自
記
』
『
小
右
記
』
に
「
不
合
」
の
種
々
の
様
相
を
我
々
は
見
て
き
た
。
院
政
鎌
倉
時
代
の
古
文
書
古
記
録
の
類
に
は
、
精
査
す

れ
ば
、
「
不
合
」
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
漢
語
「
不
合
」
の
適
時
相
、
共
時
相
へ
と
関
心
が
払
が
っ
て
ゆ
く
。

四
、
平
安
時
代
和
文
の
「
不
合
」

佐
藤
喜
代
治
博
士
は
、
『
御
堂
関
白
記
』
か
ら
三
例
、
『
今
昔
物
語
集
』
か
ら
四
例
の
「
不
合
」
を
示
さ
れ
た
後
に
、
左
の
文
が
あ
る
。
長

文
に
な
る
が
、
必
要
な
用
例
を
含
み
、
適
確
な
記
述
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

こ
の
「
不
合
」
は
平
安
時
代
に
も
用
ゐ
た
例
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
「
宇
津
保
物
語
」
に
、

そ
の
宮
仕
へ
も
ふ
が
う
に
て
は
難
げ
に
な
ん
あ
め
る
。
（
田
鶴
の
村
鳥
）

と
あ
る
の
が
そ
の
例
と
思
は
れ
る
。
ま
た
、
「
源
氏
物
語
」
に
、

漢
語
「
不
合
」
の
語
史
に
つ
い
て

二
一
七
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二
一
八

か
し
こ
き
人
は
思
ひ
お
き
、
か
か
る
報
い
も
が
な
と
思
ふ
こ
と
こ
そ
は
物
せ
ら
れ
け
め
。
さ
思
は
る
る
わ
が
身
の
ふ
か
う
な
る
に
こ
そ

は
あ
ら
め
。
（
其
木
柱
）

と
あ
る
「
ふ
か
う
」
も
諸
証
に
「
不
幸
」
　
の
意
に
解
し
て
ゐ
る
が
、
む
し
ろ
「
不
合
」
と
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
「
大
鏡
」
　
に
も
、

も
と
の
う
へ
御
か
た
ち
も
い
と
美
し
く
、
人
の
程
も
や
ん
ご
と
な
く
お
は
し
ま
し
し
か
ど
、
不
合
に
お
は
す
と
て
、
か
か
る
今
北
方
を

ま
う
け
て
、
さ
り
給
ひ
に
し
ぞ
か
し
。
（
巻
五
）

と
い
ふ
例
が
あ
り
、
ま
た
、

世
継
が
若
う
侍
り
し
時
、
こ
の
こ
と
の
せ
め
て
あ
は
れ
に
悲
し
く
侍
り
し
か
ば
、
大
学
の
衆
ど
も
の
な
ま
ふ
が
う
に
い
ま
す
か
り
L
を

わ
り
ご

関
ひ
た
づ
ね
語
ら
ひ
と
り
て
、
さ
る
べ
き
餌
袋
破
子
や
う
の
も
の
調
じ
て
、
う
ち
具
し
て
ま
か
り
つ
つ
、
習
ひ
取
り
て
侍
り
し
か
ど
、
（
巻

二
）

と
あ
る
「
な
ま
ふ
が
う
」
も
「
生
不
合
」
の
意
と
思
は
れ
る
。
仮
名
で
「
ふ
か
う
」
と
あ
る
の
は
、
「
不
幸
」
と
い
ふ
語
か
と
も
考
へ
ら
れ
る

が
、
「
御
堂
関
白
記
」
　
に
は
い
づ
れ
も
「
不
合
」
と
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
三
巻
本
「
色
葉
芋
類
抄
」
　
に
も
、
「
不
合
」
を
下
購
部
貧
賎
分
の

語
と
し
て
、
「
不
幸
」
と
は
別
に
あ
げ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
も
と
も
と
「
不
合
」
と
い
ふ
語
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
ま
た
「
不
合
」

は
た
い
て
い
境
遇
が
悪
い
こ
と
、
自
分
の
賎
し
い
こ
と
に
つ
い
て
言
ふ
の
で
、
単
に
「
不
幸
」
と
い
ふ
の
と
は
意
味
が
異
な
る
や
う
で
あ
る
。

な
は
ま
た
、
前
に
あ
げ
た
仮
名
文
の
例
を
通
じ
て
見
る
と
、
い
づ
れ
も
男
子
が
用
ゐ
て
ゐ
る
場
合
で
、
こ
れ
も
男
子
の
日
常
語
で
あ
っ
た
と

思
は
れ
る
。

以
上
の
論
述
に
は
全
面
的
に
従
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
近
時
の
諸
書
の
校
訂
に
「
不
合
」
を
採
ら
な
い
も
の
を
見
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
　
の
例
で
は
、
「
不
幸
」
と
古
注
釈
（
『
一
葉
抄
』
な
ど
）
　
に
あ
る
の
が
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。



五
、
「
不
合
」
の
語
源
と
日
中
語
史

「
不
合
」
は
平
安
時
代
の
漠
文
体
古
記
録
に
見
え
る
語
で
あ
っ
た
。
湖
れ
ば
、
一
語
と
し
て
の
熟
合
度
が
薄
く
な
る
。
奈
良
時
代
の
文
章
に

も
そ
の
雨
芽
が
見
え
る
。

若
能
知
レ
罪
者
、
免
二
其
罪
∵
…
亦
其
位
子
、
准
レ
令
、
嫡
子
唯
得
二
貢
用
」
庶
子
利
息
可
　
続
日
本
紀
、
巻
四
、
和
欄
元
年
四
月

「
不
合
」
で
文
を
終
え
る
例
が
あ
る
。
庶
子
に
適
用
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
校
訂
で
は
、
「
合
か
ら
ず
」

と
読
み
下
し
て
い
る
。
「
合
」
は
「
応
・
当
」
に
通
じ
、
日
本
で
も
「
ベ
シ
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

其
田
租
者
、
毎
二
一
戸
」
以
二
腑
束
一
為
レ
限
、
利
‥
創
二
加
減
パ

続
日
本
紀
、
巻
十
七
、
天
平
十
九
年
五
月

勅
日
、
国
以
レ
君
為
レ
主
、
君
以
レ
儲
為
レ
固
。
是
以
…
…
曽
利
‥
封
憂
。

続
日
本
紀
、
巻
二
十
、
天
平
宝
字
元
年
四
月

「
不
合
憂
」
は
動
詞
の
「
合
」
で
あ
る
。

計
六
本
也
、
文
句
欠
挟
、
首
尾
不
利
可

囲
珍
書
状
　
元
慶
六
年
七
月
十
五
日

こ
の
よ
う
な
例
を
重
ね
る
と
き
、
『
宇
津
保
物
語
』
に
見
る
ご
と
き
貧
乏
の
意
が
発
生
す
る
道
筋
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今

は
調
査
不
充
分
で
、
こ
の
道
筋
を
豊
富
な
用
例
で
跡
づ
け
る
に
至
ら
な
い
。
た
だ
、
見
通
し
と
し
て
は
、
成
り
立
つ
と
考
え
る
。

「
合
」
を
「
カ
ナ
フ
」
と
訓
ず
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
「
不
合
」
が
順
調
な
推
移
進
展
の
で
き
な
い
ば
あ
い
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
挙
例
の

中

に

も

あ

っ

た

。

平

安

時

代

も

下

っ

た

例

を

挙

げ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

エ

イ

シ

ヤ

ク

ノ

ト

ヲ

ツ

テ

ヲ

ス

カ

六

誓
、
夜
部
自
戒
殿
原
下
給
除
目
、
為
経
御
覧
、
謹
以
奉
入
、
御
所
望
相
叶
之
由
、
為
悦
無
二
、
自
之
柴
爵
事
迫
年
一
不
合
ご
疋
則
難

漢
語
「
不
合
」
の
語
史
に
つ
い
て
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二
二
〇

及
人
力
、
定
知
天
運
未
来
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
山
寺
本
　
古
往
来
、
第
九
状

こ
れ
は
新
日
本
文
学
大
系
『
古
本
説
話
集
』
の
脚
注
に
引
用
さ
れ
た
句
の
長
文
で
あ
る
。
「
不
合
」
を
「
カ
ナ
ハ
ズ
」
と
よ
み
、
そ
の
意
で

使
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ガ
フ

更
に
下
る
と
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
よ
り
後
の
説
話
集
に
こ
の
語
を
見
ず
、
「
不
合
不
和
合
義
」
（
広
本
節
用
）
、
「
F
u
g
α
合
ワ
ズ
。
一
致
し
な
い

こ
と
」
（
日
葡
辞
書
）
　
（
邦
訳
に
よ
る
）
な
ど
に
も
、
本
稿
で
採
り
上
げ
た
中
世
前
半
の
用
法
の
「
不
合
」
の
傍
は
な
い
。

中
国
の
「
不
合
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
大
漢
和
辞
典
』
　
に
「
②
な
す
ま
じ
き
こ
と
。
不
都
合
。
」
、
『
漢
語
大
詞
典
』
　
に
「
③
不
應
当
、

不
該
。
」
と
い
う
意
義
説
明
と
用
例
が
挙
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、

〔
不
合
〕
…
し
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
普
通
の
意
味
と
は
別
に
、
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
の
場
合
が
あ

り
、
そ
の
場
合
は
「
ふ
と
ど
き
に
も
」
「
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
に
」
と
い
う
意
の
副
詞
と
し
て
読
ん
だ
方
が
よ
い
。
宋
以
後
の
法
制
文
書
に

も
こ
の
例
が
多
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
禅
語
辞
典
』
大
矢
義
高
監
修
、
古
賀
英
彦
編
著

こ
の
注
目
す
べ
き
説
明
が
あ
る
。
中
国
語
史
の
「
不
合
」
は
独
自
の
変
化
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
副
詞
の
性
質
を
濃
く
し
て
行
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
日
本
語
史
で
は
、
名
詞
、
形
容
動
詞
と
し
て
、
述
語
性
の
濃
い
方
向
に
偏
っ
た
用
法
が
あ
っ
た
。
意
味
も
、
中
国
語
の
禁
止
へ
動
い
た

の
と
異
な
り
、
日
本
語
で
は
、
貧
窮
の
方
へ
偏
っ
て
行
っ
た
。

も
と
は
漢
語
で
あ
る
が
、
こ
の
変
化
の
方
向
が
日
本
独
自
で
、
中
世
で
頻
用
さ
れ
（
庶
民
の
言
語
に
は
至
ら
な
か
っ
た
）
、
や
が
て
消
え
る
。

こ
の
意
味
で
和
製
漢
語
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

補
記
　
本
稿
の
成
る
に
つ
い
て
、
橋
本
行
洋
氏
に
多
大
の
教
示
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
否
定
の
「
不
合
」
は
漢
籍

に
数
多
い
が
、
挙
例
を
略
し
た
。




